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アイアル少額短期保険株式会社（本店：東京都中央区、代表取締役社長：上野 直昭、以下「当

社」）は、このたび要支援者(※）・要介護者（※）向けに新しく保険商品『介護サービス受給

保障保険』を開発し、金融庁からの正式な認可を受けました。これを受け、当社は本年９月１日

（予定）から販売を開始することといたしました。 

 

本商品は、従来の保険商品では担保されてこなかった、要支援者・要介護者のための保険商品

であり、国内の保険商品として初めて、被保険者の要介護状態が悪化した場合に、公的介護保険

における自己のご負担分を保障します。当社は、本商品を、被保険者ならびにそのご家族が、介

護保険給付対象サービスはもちろんのこと、対象外サービスも安心して受けられるよう、その支

援を目的として開発いたしました。 

 

当社は、今後も、少額短期保険の特性を活かし、保険ユーザーが求める保険商品の開発に務め、

もって、保険会社が果たすべき可能性を追求してまいります。 

 

１．背景 

わが国で介護保険法が施行されて10年余り、介護保険給付対象サービスの対象者は増加の一途

を辿っていますが、その一方で、要支援者・要介護者にとっては、十分な介護サービスを享受で

きる環境そのものを整備することが課題として挙げられています。その環境整備のために、万一、

要介護状態になった場合、あるいは要介護度が重度化した場合でも、経済的な負担が軽減できる

ように保障内容を充実させることが、その解決策と考えられます。当社はそうしたわが国の介護

保険制度が抱える背景を検証し、本保険商品を開発、実際の介護現場で役立つ特徴をもった商品

内容といたしました。  

 

２．商品内容 

(１) 商品名：介護サービス受給保障保険≪Ⅰ型・Ⅱ型≫ 

 

(２) 保障内容 

保険金の 

種類 
 介護一時金 介護給付金 

I 型 健常者向け ５０万円 
〔介護給付費の単位数（月合計数）〕 

×１０．５円×１０％ 

Ⅱ型 
要支援者・要介護者向け 

（既に介護状態にある場合） 
５万円 

〔介護給付費の単位数（月合計数）〕 

×１０．５円×１０％ 
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 I型では、被保険者が初めて要介護と認定された場合、介護一時金として50万円が支払わ

れます。以降、要介護状態の継続に応じて、毎月10％自己負担分の介護給付金が支払われま

す。また、要介護区分変更認定によって介護度が悪化した場合も、その増加に応じ、毎月10％

自己負担分の介護給付金が支払われます。 

 

 Ⅱ型では、被保険者の要介護状態の区分変更の認定により、要介護１以上で、かつ１段階

以上悪化した場合、介護一時金として5万円が支払われます。以降、要介護状態の継続に応

じて、毎月10％自己負担分の介護給付金が支払われます。要介護区分変更認定によって介護

度が悪化した場合も、その増加に応じ、毎月10％自己負担分の介護給付金が支払われます。 

 

(３) 引受条件：責任開始日において満年齢が40歳以上84歳以下の方 

        Ⅱ型の場合には、公的介護保険制度で要支援1、2または要介護度1～4に認

定されている方 

 

(４) 保険料：各年齢別・男女別・要介護度別になりますが、I型では、40歳男性で月額720 円 

            からとなります。                   （円）                    

〈Ⅰ型〉 〈Ⅱ型・要介護1〉

年齢 男性 女性 年齢 男性 女性

40歳 720 660 70歳 6,980 6,840

50歳 870 740 75歳 6,830 6,770

60歳 1,250 880 80歳 6,650 6,680

70歳 1,940 1,220 84歳 6,460 6,600
 

                                    以上 

 

本件に関する問い合わせ先 

アイアル少額短期保険株式会社広報担当 

TEL：0120-550-378 

    

※※※※要支援者要支援者要支援者要支援者、、、、要介護者要介護者要介護者要介護者 

（１）要支援者とは、介護保険法第32条に規定された要支援認定をされた方で、要支援1以上の

方が対象となります。 

 

（２）要介護者とは、介護保険法第27条に規定された要介護認定をされた方で、要介護4以下の

方が対象となります。 

 

なお、（１）、（２）ともに、満年齢40歳以上、84歳以下の男女となります。 

 

 

 

 



※※※※アイアルアイアルアイアルアイアル少額短期保険株式会社少額短期保険株式会社少額短期保険株式会社少額短期保険株式会社についてについてについてについて    

少子高齢化が進行し、日本の社会構造が急激に、かつ、大きく変貌を遂げる中、保険会社に求

められるニーズもまた大きく変わってきています。アイアル少額短期保険株式会社は、少額短期

保険の特性を活かし、保険ユーザーが求める保険商品の開発に務め、もって、保険会社が本来果

たすべき社会的な責任を追求すべく、平成23年2月に、学総株式会社とライズ少額短期保険株式

会社が経営統合して誕生した、新しい保険会社です。今後も、他業種との連携なども含め、日本

の保険業界に新しい風を吹き込んでまいります。 

 

会社名：アイアル少額短期保険株式会社 

        東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-6-10F 

 

代表取締役社長： 上野 直昭 

 

設立：昭和59年4月25日 

 

業務内容：少額短期保険業および損害保険代理業 

 

少額短期保険業の登録日： 平成21年1月23日 

 

少額短期保険業の登録番号： 関東財務局長（少額短期保険）第47号 

 

 


